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神
奈
川
県
暴
力
団
対
策
課
で
は
、

「社
会
対
暴
力
団
の
構
図
」

「暴
力
団

の
資
金
源
対
策
」

「少
年
の
健
全
育
成

を
図
る
た
め

の
措
置
」
を
柱
と
し
た

「神
奈
川
県
暴
力
団
排
除
条
例
」
に
よ

り
、
神
奈
川
県
か
ら
暴
力
団
の
排
除
を

推
進
す
る
た
め
の
施
策
を
展
開
し
て
い

ま
す
。
暴
力
団
排
除
に
繋
が
る
情
報
や
不
当
要
求
行
為
等
の
情
報

を
お
持
ち
の
方
は
、
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

令
和
６
年
Ｈ
月
‐２
日
、
上
島
あ
い

さ

つ
運
動
の
会
の
皆
さ
ん
と
共
に
、

吉
田
島
駐
在
所
管
内
に
お
い
て
徒
歩

に
よ
る
合
同
パ
ト
ロ
ー
ル
を
実
施
し

ま
し
た
。

最
近
で
は
全
国
的
に
犯
罪
の
発
生

が
増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

自
宅
の
戸
締
ま
り
や
自
家
用
車
の

車
内
に
貴
重
品
を
置
か
な
い
な
ど
、

身
近
な
と
こ
ろ
か
ら
防
犯
活
動
を
行

い
ま
し
よ
う
。

夜間帯の警戒

年
内
の
運
転
免
許
更
新
業
務
は
、
令
和
６

２７
日

（金
）
ま
で
行
い
、
年
明
け
の
令
和
７

６
日

（月
）
か
ら
再
開
さ
れ
ま
す
。
な
お
、

許
セ
ン
タ
ー
は
前
日
の
１
月
５
日
か
ら
再
開
し

運
転
免
許
証
の
有
効
期
限
が
令
和
６
年
１２

か
ら
令
和
７
年
１
月
５

日
ま
で
の
方
は
、
令
和

、７
年
１
月
６
日
ま
で
有

効
で
す
。
た
だ
し
、
１

月
６
日
に
更
新
手
続
き

を
し
な
い
場
合
、
運
転

免
許
証
は
失
効
し
て
し

ま
い
ま
す
。

月

２８
ま
す
。

年
１２

年
１

令
和
６
年
１２
月
Ｈ
日
か
ら
２０
日
ま

の
間
、

「今
日
も
ま
た
　
あ
な
た
の

事
故
　
待

つ
家
族
」
を

ス
ロ
ー
ガ
ン

年
末
の
交
通
事
故
防
止
運
動
を
行

い

す
。
こ
の
期
間
中
は
、
①
歩
行
者

の

全

の
確
保
②

夕
暮

れ
時

と

夜
間

の
交
通

事
故
防

止
③

二
輪
車

の
安

仝

利
用
促
進

を
重
点

に
活

動
を
実
施

し

ま
す
。

今
年
も
残
り

一
ヶ
月
弱
と
な
り
ま
し

た
。
年
末
年
始
は
事
件
事
故

の
増
加
が

懸
念
さ
れ
ま
す
。
自
宅

の
戸
締
ま
り
や

自
動
車
内
に
貴
重
品
を
置
か
な
い
な
ど
、

気
を

つ
け
ま
し
よ
う
。

良
い
お
年
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。

年末年始特別警戒 !

令
和
６
年
１２
月
１５
日

（日
）

か
ら
令

和

７
年

１
月

３
日

（
金
）
ま

で

の
２０

日
間
、

「年
末
年
始
特
別
警
戒
」
を

実
施
し
ま
す
。

こ
の
時
期
は
、
深
夜
商
業

施
設
を
ね
ら

つ
た
強
盗
事
件

の
ほ
か
、
侵
入
盗
等

の
各
種

犯
罪
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
県
内
で
は
、

依
然
と
し
て

「振
り
込
め
詐
欺
」
の
発
生
が
急
増
し
て
い
る

こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
注
意
が
必
要
で
す
。

県
警
察
で
は
、
こ
れ
ら
の
犯
罪
の
予
防
や
交
通
事
故
防
止

活
動
を
強
力
に
推
進
す
る
た
め
、

「年
末
年
始
を
安
全
に
」

を
ス
コ
ー
ガ
ン
に
掲
げ
、
防
犯
ボ
ラ
ン
テ
イ
ア
団
体
の
皆
様

等
と
連
携
し
、
年
末
年

始
特
別
警
戒
を
実
施

し

ま
す
。

一
人

一
人
が
高

い
防

犯
意
識
を
持
ち
、
犯
罪

の
被
害
に
遭
わ
な

い
よ

う
に
十
分
注
意

し
て
、

明
る
い
笑
顔

で
新
年
を

迎
え
ま
し
よ
う
。

年

末

年

始

を

安

全

に

璽
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松田警察署駐在所だより

令和 6年 12月

第106号

電話で「お金」や「キャッシュカード・クレジットカード」の話が出たら、
「詐欺」だと思ってください。
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